
広
島
県
告
示
第
四
百
十
四
号 

 
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
百
十
五
条
の
三
十
六
第
一
項
及
び
同
法
第
百
十
五
条

の
四
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
指
定
調
査
機
関
及
び
指
定
情
報
公
表
セ
ン
タ
ー
と
し
て
次
の
者
の
指

定
の
有
効
期
間
を
更
新
し
た
。 

 
 

令
和
八
年
四
月
二
日 

広
島
県
知
事 

横 
 

田 
 

美 
 

香 

一 

指
定
調
査
機
関
及
び
指
定
情
報
公
表
セ
ン
タ
ー
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
調
査
事
務
及
び
情
報
公
表
事

務
を
行
う
事
務
所
の
所
在
地 

 

１ 

名
称 

 
 
 

一
般
社
団
法
人
広
島
県
シ
ル
バ
ー
サ
ー
ビ
ス
振
興
会 

 

２ 

住
所 

 
 
 

広
島
市
南
区
皆
実
町
一
丁
目
六
番
二
九
号 

 

３ 

調
査
事
務
及
び
情
報
公
表
事
務
を
行
う
事
務
所
の
所
在
地 

 
 
 

広
島
市
南
区
皆
実
町
一
丁
目
六
番
二
九
号 

二 

指
定
更
新
年
月
日 

 
 

令
和
八
年
四
月
一
日 

三 

指
定
更
新
の
有
効
期
間 

 
 

令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

                  


